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亀山市教育委員会規則第６号 

 

亀山市公共施設予約システムの利用に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、亀山市公共施設予約システム（以下「施設予約システム」とい

う。）の利用に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 施設予約システム インターネットを利用する方法により、対象施設に係る

空き情報の検索照会並びに利用の予約及び当該予約内容の確認（第３号及び第９条

第１項において「空き情報の検索照会等」という。）を行うシステムをいう。 

（２） 対象施設 亀山市運動施設等条例（平成１７年亀山市条例第７６号）第２条

に規定する施設、亀山市関総合スポーツ公園多目的グラウンド条例（平成１７年亀

山市条例第７７号）第２条に規定する施設及び亀山市関Ｂ＆Ｇ海洋センター条例

（平成１７年亀山市条例第７８号）第２条に規定する施設のうち、別表に掲げる施

設をいう。 

（３） 利用者 施設予約システムを利用して、空き情報の検索照会等を行う者をい

う。 

（４） 登録者 利用者のうち、対象施設の利用の予約を行うことができる者として

利用者登録を受けた者をいう。 

（５） 利用者登録 施設予約システムにより対象施設の予約を行う者であることを

識別できる情報（利用者登録番号、暗証番号等の電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。）をい

う。）を利用者登録台帳に登録することをいう。 

（６） 利用者登録番号 利用者登録の際に、当該登録者を識別するために付された

番号をいう。 

（７） 利用予約 登録者が対象施設の利用の予約を行うことをいう。 

（利用者登録の申請） 



第３条 施設予約システムにより対象施設の利用の予約を行おうとする者（以下「申請

者」という。）は、亀山市公共施設予約システム利用者登録申請書（様式第１号）に

より、あらかじめ対象施設に係る亀山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例（平成１７年亀山市条例第１８５号）第４条の規定に基づき指定された者（以

下「指定管理者」という。）に申請し、利用者登録を受けなければならない。 

２ 申請者は、前項の規定による申請の際に本人であることを証する書類として次の各

号のいずれかの書類を提示しなければならない。 

（１） 運転免許証 

（２） 個人番号カード 

（３） 旅券 

（４） 医療保険の資格確認書 

（５） 学生証 

（６） その他前各号に類するものとして亀山市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）が認める書類 

３ 指定管理者は、第１項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、速やかに利用者登録を行うとともに、登録者に利用者登録番

号を記載した亀山市公共施設予約システム利用者登録済証（様式第２号。以下「登録

済証」という。）を交付する。 

（利用者登録の資格） 

第４条 前条第１項の利用者登録の申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。 

（１） 満１６歳以上の個人 

（２） ３人以上で構成する団体の代表者（代表者が複数あるときは、それらの者の

うちの満１６歳以上の者１人に限る。） 

（利用者登録の有効期限） 

第５条 利用者登録の有効期限は、利用者登録番号の交付の日から２年を経過する日ま

でとする。 

（利用者登録の更新） 

第６条 前条の有効期限満了後も引き続き施設予約システムを利用しようとする登録者

は、当該有効期限満了前に利用者登録の更新を受けなければならない。 

２ 第３条の規定は、利用者登録の更新の申請について準用する。 



（利用者登録の廃止等の届出） 

第７条 登録者は、その利用者登録を廃止しようとするとき又は登録事項（メールアド

レス及びパスワードを除く。）に変更があったときは、遅滞なくその旨を指定管理者

に届け出なければならない。 

（登録済証の紛失） 

第８条 登録者は、登録済証を紛失若しくは破損し、又は盗難に遭ったときは、速やか

にその旨を指定管理者に報告しなければならない。 

（禁止行為） 

第９条 利用者は、施設予約システムを空き情報の検索照会等以外の目的で利用しては

ならない。 

２ 利用者は、施設予約システムに、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に

関する法律（平成１１年法律第１２８号）第２条第４項に規定する不正アクセス行

為をいう。）をしてはならない。 

３ 利用者は、施設予約システムの管理及び運営を故意に妨害してはならない。 

４ 登録者は、利用者登録番号を第三者に利用させ、又は譲渡してはならない。 

（利用者登録の抹消） 

第１０条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、登録者の利用者登録を抹消

することができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により利用者登録を受けたとき。 

（２） 前条第４項の規定に違反したとき。 

（３） 亀山市運動施設等条例その他の対象施設の設置及び管理に関する条例等の規

定に違反したとき。 

（４） 第７条の規定による登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。 

（５） その他利用者登録を抹消すべき事由があると指定管理者が認めたとき。 

２ 指定管理者は、前項の規定による利用者登録の抹消をしたときは、可能な限りにお

いて、当該抹消をされた者にその旨を連絡するものとする。 

（利用予約） 

第１１条 利用予約は、当該対象施設の利用予定日の３月前の日（活動の本拠が市外に

ある団体にあっては、利用予定日の１月前の日）から当該利用予定日の１４日前まで

にすることができる。 



２ 前項の利用予約の受付時間は、午前１０時から翌日の午前０時までとする。 

３ 指定管理者は、必要に応じ利用予約の件数を制限することができる。 

（利用予約の失効） 

第１２条 利用予約の日から１４日以内（利用予約の日から利用予定日の３日前までの

期間が１４日以内であるときは、利用予定日の３日前まで）に、当該対象施設の利用

の許可申請が行われない場合は、当該利用予約は失効する。 

（その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

西野公園体育館（競技場及び会議室に限る。） 

西野公園野球場 

西野公園運動広場 

西野公園庭球場 

亀山公園庭球場 

東野公園体育館（競技場及び会議室に限る。） 

東野公園ソフトボール場 

東野公園運動広場 

東野公園ゲートボール場 

観音山テニスコート 

亀山市関総合スポーツ公園多目的グランド 

亀山市関B＆G海洋センター（体育館及びトレーニングルームに限る。） 

 



様 式 第 １ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

 

亀 山 市 公 共 施 設 予 約 シ ス テ ム 利 用 者 登 録 申 請 書  

                               

年   月   日  

  指 定 管 理 者  様  

 

 公共施設予約システムの利用者登録を受けたいので、次のとおり申請します。  

申 請 区 分  新 規   ・   更 新  

利 用 区 分  個 人 ・ 団 体 （ 団 体 名 ：             ）  

活 動 拠 点  
※ 団 体 の 場 合 の み  

市 内  ・  市 外  
団 体 人 数  

※ 団 体 の 場 合 の み  
名  

（ フ リ ガ ナ ）   

氏 名                       印  

住 所   

電 話 番 号   生 年 月 日   

 

メ ー ル ア ド レ ス  

               

               

               

※ 数 字 の 0 （ ゼ ロ ） や 英 語 の Ｏ （ オ ー ） な ど 、 形 が 似 て い る 文 字 や 、 記 号

（ - ^ / _ ） は 、 は っ き り と 記 入 し て く だ さ い 。  

パ ス ワ ー ド                 

※ パ ス ワ ー ド は 、 4 桁 ～ 1 5 桁 の 英 数 字 で 記 入 し て く だ さ い 。  

利 用 者 登 録 番 号   

※利用者登録番号は、すでに利用者登録されている場合に記入してください。  



様 式 第 ２ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

 

亀 山 市 公 共 施 設 予 約 シ ス テ ム 利 用 者 登 録 済 証  

                               

年   月   日  

        様  

 

指 定 管 理 者  

 

次 の と お り 公 共 施 設 予 約 シ ス テ ム の 利 用 者 登 録 が 完 了 し ま し た 。  

 

 

利 用 者 登 録 番 号   

 

 

 

※施設予約システムで利用予約を行う際に、利用者登録番号が必要ですので、

この登録済証は、大切に保管してください。 

※利用者登録の有効期限は、利用者登録番号の交付の日から２年間です。引き

続き施設予約システムを利用するには、更新の申請を行う必要があります。 

※利用者登録を廃止しようとするとき又は登録事項（メールアドレス及びパス

ワードを除く。）に変更があったときは、指定管理者に届け出てください。 

 

 

 


